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５ 経済センサス・商業 
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【経済センサス】表 5-1～5-5 

  国内の全産業分野の事業所及び企業の企業活動の状態を調査し、事業所母集団データベース等の母集団情報

を整備するとともに、我が国における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全国的及び地域別に

明らかにすることを目的とした統計法に基づく基幹統計調査。 

 

注： 1  平成28年6月1日現在で実施された平成28年経済センサス-活動調査（基幹統計調査、総務省・ 

     経済産業省所管）の結果報告による。 

2  この調査でいう事業所とは、経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の要件を

備えているものをいう。 

(1)  一定の場所（１区画）を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動が行われていること。 

(2)  従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。 

※ 出向・派遣従業者のみの事業所：当該事業所に所属する従業者が一人もおらず、他の会社な 

   ど別経営の事業所から出向又は派遣されている人のみで経済活動が行われている事業所。 

3  次に掲げる事業所はこの調査の対象外である。  

(1)  個人で農業、林業、漁業のみを行っているいわゆる農・林・漁家。 

(2)  個人の家庭で雇用されて家事労働に従事する家事サービス業。 

(3)  外国公務に属する事業所。 

(4)  公務に属する事業所。 

4  従業者とは、調査日現在でその事業所に所属して働いている全ての人をいい、他の会社など別経

営の事業所へ出向又は派遣している人も含まれる。一方、当該事業所で働いている人であって 

 も、他の会社などの別経営の事業所から出向又は派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与 

 （現物給与を含む。）を支給されていない人は従業者に含めない。 

   なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者としている。 

常用雇用者： 

  事業所に常時雇用されている人。期間を定めずに雇用されている人又は1か月以上の期限を 

  定めて雇用されている人をいう。 

正社員・正職員： 

  常用雇用者のうち、一般に「正社員」、「正職員」として処遇されている人をいう。 

正社員・正職員以外： 

  正社員・正職員以外で「契約社員」、「嘱託」、「パートタイマー」、「アルバイト」又はそれに近い 

  雇用形態で処遇されている人 

臨時雇用者： 

  常用雇用者以外の雇用者で、1か月未満の期間を定めて雇用されている人又は日々雇用され 

  ている人。 

他への出向・派遣従業者： 

  「労働者派遣法」(昭和60年法律第88号)にいう派遣労働者、在籍出向など当該事業所に籍があ 

  りながら、他の会社など別経営の事業所で働いている人をいう。 

 

 

【商業統計調査】表5-6～ 

  商業を営む事業所について、業種別、従業者規模別、地域別等に事業所数、従業者数、年間商品販売額等を

把握し、我が国商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的としている基幹統計調査。 

  

 注：平成26年7月1日現在で実施された商業統計調査は経済センサスと合同で平成26年経済センサス‐基礎 

 注：調査・商業統計調査（基幹統計調査）として行われた。 

    

 

 


